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１
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基
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 (1
)
 

通
信

セ
ン

タ
ー

の
分

散
 

ア
 

当
該

セ
ン

タ
ー

の
損

壊
又

は
当

該
セ

ン
タ

ー
が

収
容

す
る

設
備
の

損
壊
若

し
く
は

故
障
（

以
下
「

故
障

等
」
と

い
う

。
）
が
情
報

通
信
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
の

機
能

に
重

大
な

支
障
を

及
ぼ
す

通
信
セ

ン
タ
ー
（
以
下
「

重

要
な

通
信

セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
）
は
、
地
域
的

に
分

散
し

て
設

置
す
る

こ
と
。

 

◎
＊

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

 
(
1
)
 

通
信

セ
ン

タ
ー

の
分

散
 

ア
 

当
該

セ
ン

タ
ー

の
損

壊
又

は
当

該
セ

ン
タ

ー
が

収
容
す
る

設
備
の

損
壊
若

し
く
は

故
障
（
以

下
「
故
障

等
」
と
い
う
。
）
が
情

報
通
信

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

の
機
能

に
重
大
な

支
障
を

及
ぼ
す

通
信
セ

ン
タ
ー
（

以
下
「
重

要
な
通
信

セ
ン
タ

ー
」
と
い

う
。
）
は

、
地
域

的
に
分

散
し
て
設

置
す
る

こ
と
。
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○
 

○
 

○
 

 
 

 
  
 

イ
 
（
略
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イ
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（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (3
)
 

異
経

路
伝

送
路

設
備

の
設

置
 

ア
・
イ
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
3
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異
経

路
伝

送
路

設
備

の
設

置
 

ア
・
イ
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

ウ
 
交
換

設
備
相

互
間
を

接
続
す

る
伝
送

路
設
備

は
、

複
数

の
経

路
に
よ

り
設
置

す
る
こ

と
。
た

だ
し

、
地

形

の
状

況
に

よ
り

複
数

の
経

路
の

設
置

が
困

難
な

場
合

又
は

伝
送

路
設

備
の

故
障

等
の

対
策

と
し

て
複

数
の

経
路

に
よ

る
設

置
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ
る

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

エ
 
三
以

上
の

交
換

設
備
を

ル
ー

プ
状

に
接

続
す

る
大

規
模

な
伝

送
路
設

備
は
、
当
該
伝

送
路
設

備
に
よ

り
囲

ま
れ

る
地

域
を

横
断

す
る

伝
送

路
設

備
の

設
置

を
講

ず
る

こ
と

。
 

◎
＊

 
－

 
－

 
－
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（
略
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(
4
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（
略

）
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 (5
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モ
バ

イ
ル

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
設

備
の
分

散
等

 

 
重

要
な

設
備

の
事

故
等

が
全

国
的

な
又

は
相

当
広

範
囲

の
利

用
者
に

影
響
す

る
場
合

は
、
当

該
設
備

に
つ

い
て

、
地

域
的
に

分
散
し

て
設
置

す
る
と

と
も
に

分
散

し
た

設
備

を
複
数

の
経
路

で
接
続

し
、
故

障
等
に

よ
る

影
響

範
囲

を
限
定

す
る
こ

と
。

 

◎
＊

 
－

 
－

 
－

 
 

 
 

 
(
5
)
 

モ
バ

イ
ル

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
設

備
の

分
散

等
 

 
重

要
な

設
備

の
事

故
等

が
全

国
的

な
又

は
相

当
広

範
囲
の
利

用
者
に

影
響
す

る
場
合

は
、
当
該
設

備
に
つ

い
て
、
地
域
的

に
分
散

し
て
設

置
す
る

と
と
も

に
分
散

し
た
設
備

を
複
数

の
経
路

で
接
続

し
、
故
障
等

に
よ
る

影
響
範
囲

を
限
定

す
る
こ

と
。
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－
 

－
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モ
バ

イ
ル

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
設

備
容
量

の
確
保

 

 
サ
ー
バ

ー
及
び

ゲ
ー
ト

ウ
ェ
イ

の
設
備

は
、
通

信
量

の
増

加
を

考
慮

し
た

適
切

な
容

量
の

も
の

を
設

置
す

る
こ

と
。
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－
 

－
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(
6
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モ
バ

イ
ル

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
設

備
容

量
の

確
保

 

 
サ
ー
バ

ー
及
び

ゲ
ー
ト

ウ
ェ
イ

の
設
備

は
、
通
信
の

集
中

を
考

慮
し

た
適

切
な

容
量

の
も

の
を

設
置

す
る

こ
と
。
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－
 

－
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(
7
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電
子

メ
ー

ル
に

よ
る

一
方

的
な

広
告
・
宣

伝
等

へ

の
対

策
 

 
モ

バ
イ

ル
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て
は

、
利
用

者
が
指

定
し
た

特
定
の

条
件
に

該
当
す

る
電

子
メ

ー
ル

の
受

信
を

拒
否

す
る

等
の

機
能

を
設

け
る
こ
と

。
 

○
 

－
 

－
 

－
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予
備

の
電

気
通

信
回

線
の

設
定

等
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予
備

の
電

気
通

信
回

線
の

設
定

等
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情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
動

作
状

況
の

監
視

等
 

ア
～

ク
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(
9
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情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
動

作
状

況
の

監
視

等
 

ア
～
ク

 
（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

ケ
 

災
害

時
優

先
通

信
の

機
能

に
よ

り
他

の
通

信
の

制
限

又
は

停
止
を

行
っ
た

場
合
に

、
災
害

時
優
先

通
信

及
び

他
の

通
信

の
疎

通
の

状
況

を
記

録
す

る
機

能
を

設
け

る
こ

と
。

 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (9
)
 

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
信

頼
性

向
上

対
策

 

ア
～

オ
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
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ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

信
頼

性
向

上
対

策
 

ア
～
オ

 
（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

カ
 
新
し

い
シ
ス

テ
ム
の

導
入
に

当
た
っ

て
は
、
実

際

に
運

用
す

る
場
合

と
同
一

の
条
件

や
環
境

を
考

慮
し

、

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア
の

初
期
故

障
、
ソ

フ
ト
ウ

ェ
ア
の

バ
グ

に
よ

る
障

害
が

可
能

な
限

り
発

生
し

な
い

よ
う

十
分

な
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン
を

実
施
す

る
こ
と

。
 

◎
 

◎
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

カ
 

モ
バ

イ
ル

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
サ

ー
ビ

ス
に

お
い
て

、
新
し
い

シ
ス
テ

ム
の
導

入
に
当

た
っ
て

は
、

実
際

に
運

用
す

る
場

合
と

同
一

の
条

件
や

環
境

を
考

慮
し
、
ハ
ー

ド
ウ
ェ

ア
の
初

期
故
障
、
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア

の
バ

グ
に

よ
る

障
害

が
可

能
な

限
り

発
生

し
な

い
よ

う
十
分
な

シ
ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン
を

実
施
す

る
こ
と

。
 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

 
 

 
  
 

キ
 

現
用

及
び

予
備

機
器

の
切

替
え

を
行

う
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
は

十
分
な

信
頼
性

を
確
保

す
る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

キ
 

IP
系
接

続
サ

ー
ビ

ス
に
お

い
て

は
、

現
用

及
び

予
備

機
器

の
切

替
え

を
行

う
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
は

十
分

な
信
頼
性

を
確
保

す
る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

 
 

 
  
 

ク
・
ケ
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ク
・
ケ
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (1
0
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情
報

セ
キ

ュ
リ

テ

ィ
対

策
 

（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
1)

 
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
 

（
略
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (1
1
)
 

通
信

の
途

絶
防

止

対
策

 

（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
2)

 
通

信
の

途
絶

防
止

対
策

 

（
略
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (1
2
) 

応
急

復
旧

対
策
 

ア
 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
3
) 

応
急

復
旧

対
策

 
ア

 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
イ

 
移

動
用

交
換

設
備

の
配

備
等

の
応

急
復

旧
対

策

を
講
ず
る

こ
と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
  
 

イ
 
災
害

時
等
に

お
い
て

、
衛
星

地
球
局

等
の
無

線
設

備
に

よ
り

、
臨

時
電

話
等

の
設

置
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。

 

○
 

－
 

○
 

－
 

 
 

 
 

 
 

ウ
 
災
害

時
等
に

お
い
て

、
衛

星
地
球

局
等
の

無
線
設

備
に

よ
り

、
臨

時
電

話
等

の
設

置
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。

 

○
 

－
 

○
 

－
 

 
 

 
  
 

ウ
 

移
動

体
通

信
基

地
局

と
交

換
局

の
間

の
回

線
に

障
害

が
発

生
し
た

場
合
等

に
、
無

線
設
備

に
よ

り
、
臨

時
に

対
向

の
電

気
通

信
回

線
の

設
定

が
可

能
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

－
 

○
 

－
 

 
 

 
 

 
 

エ
 

移
動

体
通

信
基

地
局

と
交

換
局

の
間

の
回

線
に

障
害
が
発

生
し
た

場
合
等

に
、
無
線

設
備
に

よ
り
、
臨

時
に

対
向

の
電

気
通

信
回

線
の

設
定

が
可

能
で

あ
る

こ
と
。

 

○
 

－
 

○
 

－
 

 
 



 
  
 

エ
 

移
動

体
通

信
基

地
局

に
障

害
が

発
生

し
た

場
合

等
に

、
可

搬
型
無

線
基
地

局
に
よ

り
、
臨

時
の
電

気
通

信
回

線
の

設
定
が

可
能
で

あ
る
こ

と
。

 

○
 

－
 

○
 

－
 

 
 

 
 

 
 

オ
 

移
動

体
通

信
基

地
局

に
障

害
が

発
生

し
た

場
合

等
に
、
可
搬

型
無
線

基
地
局

に
よ
り
、
臨
時
の

電
気
通

信
回
線
の

設
定
が

可
能
で

あ
る
こ

と
。

 

○
 

－
 

○
 

－
 

 
 

  
オ

 
防

災
上

重
要

な
通

信
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

る

拠
点

を
カ

バ
ー

す
る

移
動

体
通

信
基

地
局

に
障

害
が

発
生

し
た

場
合
等

に
、
大

ゾ
ー
ン

基
地
局

に
よ
り

臨
時

の
大

ゾ
ー

ン
エ

リ
ア

の
提

供
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が
可
能

で
あ
る

こ
と
。
 

○
 

－
 

－
 

－
 

   
 

 
 

 
 

 

 
  
 

カ
 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (1
3
) 

緊
急

通
報

の
確
保
 
ア

 
緊

急
通

報
を

扱
う

電
気

通
信

回
線

設
備

事
業

用

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
は

、
そ
の

発
信
に

係
る
端

末
設
備

等
の

場
所

を
管

轄
す

る
警

察
機

関
等

に
接

続
で

き
る

機
能

等
を

有
す

る
こ
と

。
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

(
1
4
) 

緊
急

通
報

の
確

保
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

イ
 
緊
急

通
報
手

段
を
提

供
す
る

サ
ー
ビ

ス
は
、
メ

ン

テ
ナ

ン
ス

時
に

も
で

き
る

だ
け

緊
急

通
報

が
利

用
で

き
る

よ
う

適
切
な

措
置
を

講
ず
る

こ
と
。
な
お
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
時

に
サ

ー
ビ

ス
停

止
が

必
要

な
場

合
は

ユ
ー

ザ
に

通
知

す
る
措

置
を
講

ず
る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
緊
急
通

報
手
段

を
提
供

す
る
サ

ー
ビ
ス

は
、
メ
ン
テ

ナ
ン

ス
時

に
も

で
き

る
だ

け
緊

急
通

報
が

利
用

で
き

る
よ
う
適

切
な
措

置
を
講

ず
る
こ

と
。
な
お
メ

ン
テ
ナ

ン
ス

時
に

サ
ー

ビ
ス

停
止

が
必

要
な

場
合

は
ユ

ー
ザ

に
通
知
す

る
措
置

を
講
ず

る
こ
と

。
 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

 
 

 
 (1
4
)
 

予
備

機
器

等
の

配

備
基

準
の

明
確
化

 

（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
5)

 
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
の

分
散

化
等

 

（
略
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (1
5
) 

大
規

模
災

害
対
策
 
ア

 
三

以
上

の
交

換
設

備
を

ル
ー

プ
状

に
接

続
す

る

大
規

模
な

伝
送
路

設
備
は

、
当
該

伝
送
路

設
備
に

よ
り

囲
ま

れ
る

地
域
を

横
断
す

る
伝
送

路
設
備

の
設

置
、
臨

時
の

電
気

通
信

回
線

の
設

置
に

必
要

な
機

材
の

配
備

そ
の

他
の

必
要
な

措
置
を

講
ず
る

こ
と
。

 

◎
＊

 
－

 
－

 
－

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

イ
 

都
道

府
県

庁
等

に
お

い
て

防
災

上
必

要
な

通
信

を
確

保
す

る
た

め
に

使
用

さ
れ

て
い

る
移

動
端

末
設

備
に

接
続

さ
れ

る
基

地
局

と
交

換
設

備
と

の
間

を
接

続
す

る
伝

送
路
設

備
に
つ

い
て
は

、
予
備

の
電
気

通
信

回
線

を
設

置
す
る

こ
と
。
こ
の
場

合
に
お

い
て
、
そ

の

伝
送

路
設

備
は
、
な
る
べ

く
複
数

の
経
路

に
よ
り

設
置

す
る

こ
と

。
 

◎
＊

 
－

 
－

 
－

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

ウ
 
電
気

通
信
役

務
に
係

る
情
報

の
管
理

、
電
気

通
信

役
務

の
制

御
又

は
端

末
設

備
等

の
認

証
等

を
行

う
た

め
の

電
気

通
信

設
備

で
あ

っ
て

、
そ

の
故

障
等

に
よ

り
、
広
域

に
わ
た

り
電
気

通
信
役

務
の
提

供
に
重

大
な

支
障

を
及

ぼ
す
お

そ
れ
の

あ
る
も

の
は
、
複
数
の

地
域

に
分

散
し

て
設
置

す
る
こ

と
。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、

一
の

電
気

通
信
設

備
の
故

障
等
の

発
生
時

に
、
他

の
電

気
通

信
設

備
に

よ
り

な
る

べ
く

そ
の

機
能

を
代

替
す

る
こ

と
が

で
き
る

よ
う
に

す
る
こ

と
。
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○
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エ
 

伝
送

路
設

備
を

複
数

の
経

路
に

よ
り

設
置

す
る

場
合

に
は

、
互
い

に
な
る

べ
く
離

れ
た
場

所
に
設

置
す

る
こ

と
。
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○
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屋
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) 

津
波
対

策
 

 
津
波
の

お
そ
れ

の
あ
る

場
所
に

は
、
重

要
な
屋

外
設

備
を

設
置

し
な
い

こ
と
。
た
だ
し

、
や
む

を
得
な

い
場

合
は

こ
の

限
り
で

は
な
い

。
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湿

度
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度
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の

接
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)
 

通
信

ケ
ー

ブ
ル

の

地
中

化
 

 
災
害
時

等
の
建

物
の
倒

壊
、
火

災
、
津

波
等
に

よ
る

通
信

ケ
ー

ブ
ル
の

被
災
を

防
ぐ
た

め
、
通

信
ケ
ー

ブ
ル

の
地

中
化

等
を
促

進
す
る

こ
と
。
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通

信
ケ

ー
ブ

ル
の
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中

化
 

 
災
害
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等
の
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物
の
倒

壊
、
火
災
等

に
よ
る

通
信
ケ

ー
ブ
ル
の

被
災
を

防
ぐ
た

め
、
通
信
ケ

ー
ブ
ル

の
地
中

化
等
を
促

進
す
る

こ
と
。
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 (4
) 

高
信
頼

度
 

ア
 
重
要

な
屋
内

設
備
の

機
器
に

は
、
冗

長
構
成

又
は

こ
れ

に
準

ず
る
措

置
を
講

ず
る
こ

と
。
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4
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高
信

頼
度

 
ア

 
重
要

な
屋
内

設
備
の

機
器
等

に
は

、
冗
長

構
成
又

は
こ
れ
に

準
ず
る

措
置
を

講
ず
る

こ
と
。

 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
  
 

イ
 
重
要

な
屋
内

設
備
の

機
器
は

、
速
や

か
に
予

備
機

器
等

へ
の

切
換
え

が
で
き

る
も
の

で
あ
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
 

 
 

イ
 
重
要

な
屋
内

設
備
の

機
器
等

は
、
速
や
か
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予
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え
が
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で
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る
こ
と
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停
電

対
策

 
ア

 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

イ
 
交
換

設
備
に

つ
い
て

は
、
自

家
用
発

電
機

及
び

蓄

電
池

の
設

置
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
 

◎
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

イ
 
交
換

設
備
に

つ
い
て

は
、

蓄
電
池
の

設
置
及

び
、

自
家

用
発

電
機

の
設

置
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
措

置
を

講
ず
る
こ

と
。

 

◎
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
  
 

ウ
 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

エ
 

自
家

用
発

電
機

の
設

置
又

は
移

動
電

源
設

備
の

配
備

を
行

う
場
合

に
は
、
そ
の
燃

料
等

に
つ
い
て

、
十

分
な

量
の

備
蓄

又
は

そ
の

補
給

手
段

の
確

保
を

行
う

こ
と

。
 

◎
＊

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

 
 

 
エ

 
自

家
用

発
電

機
の

設
置

又
は

移
動

電
源

設
備

の

配
備
を
行

う
場
合

に
は
、
そ

の
燃
料

に
つ
い

て
、
十
分

な
量

の
備

蓄
又

は
そ

の
補

給
手

段
の

確
保

を
行

う
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
  
 

オ
 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

オ
 
（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
  
 

カ
 
防
災

上
必
要

な
通
信

を
確
保

す
る
た

め
、
都

道
府

県
庁

等
に

設
置

さ
れ

て
い

る
端

末
設

備
と

接
続

さ
れ

て
い

る
端

末
系

伝
送

路
設

備
及

び
当

該
設

備
と

接
続

さ
れ

て
い

る
交

換
設

備
並

び
に

こ
れ

ら
の

附
属

設
備

は
、
通
常

受
け
て

い
る
電

力
の
供

給
が
長

時
間
に

わ
た

り
停

止
す

る
こ
と

を
考
慮

す
る
こ

と
。
た

だ
し

、
通

常

受
け

て
い

る
電

力
の

供
給

が
長

時
間

に
わ

た
り

停
止

し
た

場
合

で
あ
っ

て
も
、
他
の
端

末
系
伝

送
路
設

備
に

よ
り

利
用

者
が

当
該

端
末

設
備

を
用

い
て

通
信

を
行

う
こ

と
が

で
き
る

と
き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

◎
 

－
 

－
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環

境
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セ
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の

建
築
物
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
 

セ
ン

タ
ー

の
建

築
物

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (1
)
 

立
地

条
件

及
び

周
囲

環
境

へ
の

配
慮

 

ア
 

地
方

公
共

団
体

が
定

め
る

防
災

に
関

す
る

計
画

及
び

地
方

公
共

団
体

が
公

表
す

る
自

然
災

害
の

想
定

に
関

す
る

情
報
（

ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ

プ
等
）

を
考

慮
し

、

電
気

通
信

設
備
の

設
置
場

所
を
決

定
す
る

こ
と

。
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立
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び
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囲

環
境
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配
慮

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

イ
 
強
固

な
地
盤

上
の
建

築
物
を

選
定
す

る
こ
と

。
た

だ
し

、
や

む
を
得

な
い
場

合
で
あ

っ
て
、
不
同
沈

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

ず
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
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強
固
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の
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築
物
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定
す

る
こ
と

。
た

だ
し
、
や
む

を
得
な

い
場
合

で
あ
っ

て
、
不
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沈
下
を

防
止

す
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措
置

を
講

ず
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
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◎
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ウ
 

風
水

害
等

を
受

け
に

く
い

環
境

の
建

築
物

を
選

定
す

る
こ

と
。
た

だ
し
、
や
む
を

得
な
い

場
合
で

あ
っ

て
、
防

風
、
防
水
等

の
措
置

を
講
ず

る
場
合

は
、
こ

の

限
り

で
な

い
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◎
 

◎
 

◎
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◎
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イ
 

風
水

害
等

を
受

け
に

く
い

環
境

の
建

築
物

を
選

定
す
る
こ

と
。
た
だ

し
、
や
む

を
得
な

い
場
合

で
あ
っ

て
、
防
風
、
防

水
等
の

措
置
を

講
ず
る

場
合
は

、
こ
の

限
り
で
な

い
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強
力

な
電

磁
界

に
よ

る
障

害
の

お
そ

れ
の

な
い

環
境

の
建

築
物
を

選
定
す

る
こ
と

。
た
だ

し
、
や

む
を

得
な

い
場

合
で
あ

っ
て
、
通
信
機

械
室
等

に
電
磁

シ
ー

ル
ド

等
の

措
置

を
講

ず
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
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電

磁
界

に
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る
障

害
の

お
そ

れ
の

な
い

環
境
の
建

築
物
を

選
定
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を

得
な
い
場

合
で
あ

っ
て

、
通
信

機
械
室

等
に
電

磁
シ
ー

ル
ド

等
の

措
置

を
講

ず
る

場
合
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、
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の

限
り

で
な

い
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と
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模

の
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ヒ
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増
加
（
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末

の
挙

動
に

よ
る
も
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）
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機
能

の
拡
充

を
考
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し
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設

計
と
す
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と
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検
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入
判

定
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し
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通
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の

機
能
に

よ
り
他

の
通
信

の

制
限

又
は

停
止
を

行
っ
た

場
合
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災
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優

先
通
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通

の
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用
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け
る
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め
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ウ
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並
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に
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及
び
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フ
ト

ウ
ェ

ア
の
脆

弱
性

に
関
す
る

情
報
を

入
手
し

た

と
き

は
、
必
要
に

応
じ
て

、
電
気

通
信
業

界
で
定

め
た

緊
急

連
絡

先
に
、
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に
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す

る
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手
し

た

と
き
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じ
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速

や
か
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ェ
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イ
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ル
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適
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。
 

 
 

 
 

(
ｱ
) 

（
略
）
 

 
 

 
 

(
ｱ
) 

（
略

）
 

 
 

 
 

(
ｲ
) 

個
人
情

報
 

 
 

 
 

(
ｲ
) 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

情
報

 
 
 

 
 

個
人

情
報

の
漏
え

い
は
深

刻
な
権

利
利
益

侵
害
に

つ
な
が

る
お
そ

れ
が
高

い
た

め
、
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
て

は
、
「

電
気

通

信
事

業
に

お
け
る

個
人
情

報
保
護

に
関
す

る
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
」
（

平
成

1
6
年

総
務

省
告

示
第

69
5
号

）
が

制
定

さ
れ

て
い

る
。

 

個
人

情
報

の
適
切

な
利
用

と
保
護

が
極
め

て
重
要

で
あ
る

と
の
認

識
に
よ

り
、
そ

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、
個

別
の

項
目

を
設

け
、

個
人

情
報

の
収
集

、
利
用

・
提
供

、
適
正

管
理
、

責
任
の

明
確
化

等
に
つ

い
て

、
遵

守
す

べ
き

方
針

を
明

確
に

記
述

す
る

。
 

 
 

 
 

通
信

の
秘

密
を

含
む

プ
ラ

イ
バ
シ

ー
情
報

の
漏
え

い
は
深

刻
な
権

利
利
益

侵
害
に

つ
な
が

る
お
そ

れ
が
高

い
た
め
、
電
気
通

信
事

業
者

に
対

し
て

は
、
「

電
気

通
信
事

業
に
お

け
る
個

人
情
報

保
護
に

関
す
る

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
（

平
成

1
6
年
総
務

省
告
示

第
69
5

号
）

が
制

定
さ

れ
て

い
る

。
 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

情
報

の
適

切
な
利

用
と
保

護
が
極

め
て
重

要
で
あ

る
と
の

認
識
に

よ
り
、
プ

ラ
イ
バ

シ
ー
情

報
の
取

扱
い
に

つ
い

て
は

、
個

別
の

項
目

を
設

け
、
個
人
情

報
の
収

集
、
利
用
・
提
供

、
適
正

管
理

、
責

任
の
明

確
化
等

に
つ
い

て
、
遵
守
す
べ

き
方

針
を

明
確

に
記

述
す

る
。

 

 
 

 
 

イ
～

ウ
 

（
略
）
 

 
 

 
 

イ
～

ウ
 

（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
表

第
４

 
危
機

管
理
計

画
策
定

の
た
め

の
指
針

 
（
略

）
 

 
 

 
 

別
表

第
４

 
危

機
管

理
計

画
策
定

の
た
め

の
指
針

 
（
略

）
 

 
 

 

附
則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
昭
和
六
十
二
年
郵
政
省
告
示
第
七
十
四
号
（
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
安
全
・
信
頼
性
対
策

実
施
登
録
規
程
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
そ
の
登
録
の
有
効
期

限
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


